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タイトル 市民へ感謝のチケット『七福来券』をお送りします！ 

内容 

市民の皆さんへ日頃の感染症対策へのご協力に対する感謝と、市内経済の早期回

復（消費喚起）の願いを込めて、“市民へ感謝のチケット事業”を行います。 

 

対象■令和 3 年 10 月 1 日現在に住民基本台帳に記録されている全ての市民 

 

給付額■一人 10,000 円分のチケット 

青券：3,000 円分 赤券：5,000 円分 緑券：2,000 円分 

※取扱店舗のうち、大型店舗は青券のみ、中小店舗は青券と赤券のみ、飲食店（デ

リバリー・テイクアウトも含む）は青赤緑すべての券が使用できます 

 

チケット配布予定日・方法■11 月中旬から順次  

世帯主へ郵便局簡易書留で発送 

 

利用店舗■チケット発送時に添付します。 

市のホームページに最新情報を掲載します。 

 
利用期間■令和 4 年 3 月 31 日(木)まで 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、利用制限などをすることがあります 

 

事業者へ■取扱店登録は、チケット利用期間中随時受け付けています。 

 

事業者登録内容■地域経済支援のため実施するものです。チケット取扱店舗は市

内で事業を営む事業者（ピアノ教室、美容院、マッサージ店なども対象）とします。 

次に掲げる要件に該当する者は除きます。 

登録除外要件：1 暴力団等反社会的勢力 

       2 市長が別に定めるもの 

 

問合せ 商工振興課 担当者名 三浦 連絡先 内線 401 

備考     

 


